
厚生労働省省内事業仕分け８原則 
 
① 行政刷新会議における事業仕分けの対策としてではなく、厚

生労働省が自ら改革を実施するために行うものとする。 

② 今年限りのものではなく、恒常的な事業として位置付ける。 

③ 厚生労働省の事務・事業や所管する独立行政法人、公益法人

等の事業などの在り方について、公開、かつ、外部の視点を入

れて、議論を行う。 

④ 最終的な改革案は、政務三役で決定することから、仕分け作

業の場では、最終的な判断を下すことはせず、仕分け人からの

意見や仕分けの場での議論などを受け止めて、最終的な意思決

定に反映させる。 

※ 仕分け作業は、概算要求までに実施。 

⇒ 省内事業仕分けを実施した事務・事業や法人が、行政刷新

会議での事業仕分けの対象となった場合には、省内事業仕分

けを踏まえた改革案をもって臨む。 

⑤ 厚生労働省の説明者が、事務・事業や法人について説明し、

その改革案を提示した上で、省内事業仕分け事務局が仕分け人

をサポートするため、事前調査の結果や論点などを示し、活発

な議論を行っていただく。 

⑥ 最後に、仕分け人として外部の民間有識者から、それぞれ、

仕分け対象の事務・事業や法人について、「廃止」、「移管」、「見

直し」を行うべきといった見解を明確に示していただく。 

※ 仕分け人として国民（厚生労働行政モニター）からも募る。 

⑦ 国民から、傍聴者を募り、公開の場で議論する。 

⑧ 情報のアクセスを確保するため、メディアにも、フルオープ

ン（議事内容すべてのカメラ撮りを可とする）とする。 


